
介護予防の推進
『介護予防センター事業について』

～一般介護予防事業構築に関連して～

＜基本的な方向＞

介護予防は、高齢者が要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の

軽減若しくは悪化の防止を目的として行うという趣旨を踏まえ、心身機能の改

善に加え、日常生活の活動を高め、家庭や社会への参加を促し、それによって

一人ひとりの生きがいや自己実現のための取組を支援して、QOL（生活の質）

の向上を目指す。

資料 ３
第３回保健福祉政策審議会
平成２７年１２月２５日
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（厚生労働省「介護予防・日常生活支援総合事業」のガイドラインを一部変更）



介護予防・
日常生活
支援総合
事業
（新しい
総合事業）

介護予防・生活
支援サービス
事業

一般介護予防事業

訪問型サービス
（第１号訪問事業）

通所型サービス
（第１号通所事業）

その他の生活支援サービス
（第１号生活支援事業）

介護予防ケアマネジメント
（第１号介護予防支援事業）

・第１号被保険者の全ての者

・その支援のための活動に
関わる者

（従来の要支援者）

・要支援認定を受け
た者（要支援者）

・基本チェックリスト
該当者（介護予防・
生活支援サービス
対象事業者）

・現行の訪問
介護相当

・多様な
サービス

・現行の通所
介護相当

・多様な
サービス

⑭介護予防普及啓発事業

⑮地域介護予防活動支援事業

⑯一般介護予防事業評価事業

⑰地域リハビリテーション活動支援事業

⑬介護予防把握事業

②訪問型サービスA（緩和した基準によるサービス）

①訪問介護

③訪問型サービスB（住民主体による支援）
④訪問型サービスC（短期集中予防サービス）
⑤訪問型サービスD（移動支援）

⑥通所介護

⑦通所型サービスA（緩和した基準によるサービス）

⑧通所型サービスB（住民主体による支援）
⑨通所型サービスC（短期集中予防サービス）

⑩栄養改善の目的とした配食

⑪住民ボランティア等が行う見守り

⑫訪問型サービス、通所型サービスに準じる
自立支援に資する生活支援（訪問型サービ
ス・通所型サービスの一体的提供等）

【参考】国の示す介護予防・日常生活支援総合事業の構成例（H27.6.5 厚生労働省ガイドラインを一部変更）

２
（厚生労働省「介護予防・日常生活支援総合事業」のガイドラインを一部変更）



新しい介護予防事業

現行の介護予防事業

一次予防事業

・介護予防普及啓発事業

・地域介護予防活動支援事業

・一次予防事業評価事業

二次予防事業

・二次予防事業対象者の

把握事業

・通所型介護予防事業

・訪問型介護予防事業

・二次予防事業評価事業

一般介護予防事業

一次予防事業と
二次予防事業を
区別せずに、地域
の実情に応じた
効果的・効率的な
介護予防の取組を
推進する観点から
見直す

介護予防を機能
強化する観点か
ら新事業を追加

○機能回復訓練などの高齢者本人へのアプローチだけではなく、地域づくりなどの高齢者本人を取り巻く環境へのアプローチも含めたバランスのと
れたアプローチができるように介護予防事業を見直す。

○年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、住民運営の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場が継続的に
拡大していくような地域づくりを推進する。

○リハ職等を活かした自立支援に資する取組を推進し、介護予防を機能強化する。

介護予防・生活支援サービス事業

介
護
予
防
・日
常
生
活
支
援
総
合
事
業

※従来、二次予防事業で実施していた運動器の機能向上プログラム、口腔機能の向上プログラムなどに相当する
介護予防については、介護予防・生活支援サービス事業として介護予防ケアマネジメントに基づき実施

・介護予防把握事業
地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり
等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつな
げる。

・介護予防普及啓発事業
介護予防活動の普及・啓発を行う。

・地域介護予防活動支援事業
地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う。

・一般介護予防事業評価事業
介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行
い、一般介護予防事業の事業評価を行う。

・ （新）地域リハビリテーション活動支援事業
地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、
訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通い
の場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する。

３出典：厚生労働省『介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン』



○疾病の予防に加え、疾病の重症化予防、運動機能の維持・向上への取り組みが必要である
○住み慣れた地域で生きがいを持ち、健康な生活が送れるよう、地域活動を通じた健康づくりの充実が必要
である
○ 「健康市民おかやま21」運動を通じ、健康づくり・介護予防に資する地域の既存団体等との新たなつながり
の創出が必要

課 題

○岡山市の健康寿命は、男性69.0歳、女性72.7歳であり、20指定都市中、低位
○要支援・要介護になった要因の25％が運動器の障害、19％が脳血管疾患
○高齢者（60歳以上）の社会参加意識（全国）
・60歳以上の約9割が「60歳を超えても働きたい」
・グループや団体で自主的に行われているもので「活動に参加したい」と思っている人は約7割
・参加したい活動は「健康・スポーツ」が44.7％と最も高い

○愛育委員や栄養委員などの健康ボランティアの活動が活発
○全保健センターに「健康市民おかやま21」推進体制が整備されている

現 状

岡山市の健康づくりについて
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○健康教育※
○健康相談※
○高血圧対策普及啓発事業
○がん検診、特定健診
○生活習慣病重症化予防訪問指導事業
○高齢者に対する低栄養アドバイス事業※

取組み①：疾病対策

○健康教育※
○高齢者健康づくり相談※
○減塩キャンペーン等
○がん検診、特定健診
○生活習慣病重症化予防訪問指導事業
○高齢者低栄養啓発事業※

保健所部門の健康づくり事業について

○ＯＫＡＹＡＭＡ！市民体操普及啓発事業
○歯と口腔の支援プログラム
○地域リハビリテーション（元気の出る会）
○元気回復筋力トレーニング事業※
○健幸ポイントプロジェクト

取組み②：機能の維持・向上
○ＯＫＡＹＡＭＡ！市民体操普及啓発事業
○歯と口腔の支援プログラム
○地域リハビリテーション（元気の出る会）
（ふれあいセンターアスレチックの活用）

○健幸ポイントプロジェクト

取組み③：地域組織による健康づくりの推進

○愛育委員協議会
98学区・地区 5,559人（Ｈ27）

○栄養改善協議会
83学区・地区 1,773人（Ｈ26）

○健康市民おかやま21推進団体

・地域特性にあわせた、健康づくり活動の推進
・既存組織等とのつながりの強化
・新たなつながりの創出

5※印：高齢者に提供する場合、一次予防事業、または二次予防事業に該当



岡山市ふれあい介護予防センターについて（体制）

平成24年6月スタート

中区・東区担当

高齢者が要介護状態となることを予防し、地域においてその人らしい自立した生活が継続できるよ
う支援することを目的とし、岡山市ふれあい公社に岡山市ふれあい介護予防センター（以下「介護予防
センター」という）を設置した。

平成25年6月スタート

北区担当

北事務所

平成26年1月スタート

南区担当

南事務所

保健師 ２名 理学療法士 ４名

作業療法士 ６名 歯科衛生士 ３名

管理栄養士 ３名 介護福祉士 ３名

健康運動指導士 ３名 （H27.12.1現在） 6

（北ふれあいセンター内）

岡山市ふれあい介護予防センター

（岡山ふれあいセンター内） （南ふれあいセンター内）



介護予防活動３つのポイント

バランスの
とれた食事

①『食事』
美味しく食べる

②『運動』
元気に動く

③『こころ』
楽しく過ごす

身体を
動かす

健康な
お口

前向きな
気持ち

趣味や
役割

人との
交流

介護予防活動が継続できる体制づくり

管理栄養士 歯科衛生士

作業療法士

理学療法士

健康運動指導士 介護福祉士

保健師

介護予防センターについて（活動のポイント）
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8

一次予防事業 実施内容 従事者（人／回） 利用目標値（年間）

毎週毎月介護予防教室
・全中学校区に1か所で教室を主催
・週1回:6か所、月1回：30か所

2人
毎週：30人×6か所
毎月：25人×30か所

930人

あっ晴れ！もも太郎体操

・自主的に実施する5名以上のグループに対し、5回にわたり
体操を指導
・指導後2年間は年度4回まで測定、講座等の支援可能
・交流会の実施

1～2人 20人×50か所 1000人

人材育成事業
・生活介護サポーター養成事業への講師派遣
・あっ晴れ！もも太郎体操指導者の育成、研修

1人

サポーター養成
20人×5か所
体操指導者養成
10名×1か所

110人

介護予防地域啓発事業
・イベントでのPR
・地区組織の会合等でのPR

1～2人 50人×30か所 1500人

アドバイス訪問事業
・地域包括支援センターからの依頼により訪問
・1～3回利用可能

1人 30人×3事務所 90人

二次予防事業 実施内容 従事者（人／回） 利用目標値（年間）

元気スマイル教室
・年3クール
・市内6中学校区
・公民館、コミュニティハウス、特別養護老人ホーム等

4人 10人×6か所×3クール 180人

介護予防訪問事業
・地域包括支援センターからの依頼により訪問
・週1回、3ヶ月間利用可能

1人 5人×6福祉区 30人

高齢者部門の介護予防について（介護予防センター事業一覧）



介護予防センター事業（一次予防）

・対 象：おおむね65歳以上の高齢者

・内 容：講話・実技（運動、食事、こころ） グループワーク

・回 数：週1回（6地区）、月1回（30地区）

・実施者：介護予防センター専門職

・場 所：各中学校区で1か所（公民館、コミュニティハウス、福祉交流プラザ、地域交流スペース等）

・実施年度：H26年度‥92会場 820回実施 840名（推計実人員）、20,085名（延人数）

介護予防の
拠点

相談の場

集いの場

人材育成

健康づくり仲間づくり

情報交換

岡山市内各中学校区（36か所）で1か所、介護予防の
拠点として実施。

身
近
な
地
域
の

介
護
予
防
活
動

9

毎週・毎月介護予防教室



・対 象：あっ晴れ！もも太郎体操に自主的に取り組もうとする５名以上のグループ

・内 容： DVDを用いて指導し、自主的に行えるよう安全な実施方法を伝える。

指導後2年間はフォローアップとして専門職を年度4回派遣。年1回、交流会の開催。

・回 数：体操の指導、講話‥当初5回、フォローアップ講座‥1回/年、測定‥1回/年

・実施者：介護予防センター専門職

・場 所：住民が集う場

・実施年度：①PR H25年度‥82団体 H26年度‥28団体 ②指導 H25年度‥50団体 H26年度‥39団体

③累計 H25年度‥50団体 H26年度‥89団体 ※H27年11月末現在‥114団体

10

あっ晴れ！もも太郎体操普及・啓発事業

介護予防センター事業（一次予防）



人材育成

・対 象：①市民 ②シルバー人材センター研修（家事援助に関わる会員）

・内 容：①生活・介護サポーター養成講座（2時間/回程度 あっ晴れ！もも太郎体操、介護予防概論、実習）

②シルバー人材センター研修（2時間/回 講義：自立支援の視点について）

・回 数：①1会場5回（×5会場） ②1回

・実施者：①・②介護予防センター専門職

・場 所：①各ふれあいセンター ②岡山ふれあいセンター

・実施年度：H26年度‥①81名（実人員） ②42名（実人員）

回数 内容

第１回
高齢者への制度・介護予防ポイント事業について

社会福祉協議会とは （地域福祉活動・ボランティア・成年後見制度について）

第２回
介護予防事業について

介護予防教室について（ストレッチ）

第３回 介護教室（はじめての介護・移動移乗の介助）

第４回 高齢者の栄養について 調理実習

第５回 コミュニケーション技術（傾聴について）

第６回
認知症について（認知症サポーター養成講座）

地域づくりについて（「高齢者にやさしい地域を作りましょう」）

＜平成26年度 生活・介護サポーター養成講座カリキュラム＞

11

介護予防センター事業（一次予防）



介護予防地域啓発事業

・対 象：市民

・内 容：介護予防に関する啓発（イベント、地区組織の会合等）

・実施者：介護予防センター専門職

・場 所：市内各会場

・実施年度：H24年度‥16会場 H25年度‥9会場 750名（延人員） H26年度‥75会場 3,009名（延人員）
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介護予防センター事業（一次予防）



介護予防事業の課題と方向性について

13

人材育成の強化、地域リハビリテーション活動支援事業の推進

人材育成
生活・介護サポーターの養成講座への講師派遣
シルバー人材センターへの自立支援研修

介護予防センターの先駆的取組
リハビリ専門職等が通所、訪問、ケア会議等に
関与した事業を先行実施している。

毎週毎月介護予防教室
全中学校区で実施

あっ晴れ！もも太郎体操の普及
市内114団体で実施（H27年11月末現在）

○人材の育成
・あっ晴れ！もも太郎体操指導住民ボランティアの育成
・介護予防サービス従事者への助言・相談等

○ケアマネジメント過程でのリハビリテーション専門職
による自立支援に向けた助言

○より身近な地域での介護予防教室実施

○あっ晴れ！もも太郎体操の取組団体の拡大

現行 移行後



平成24年度から平成25年度にかけて行われた「介護予防モデル事業」の結果について

「介護予防モデル事業」における1年後の利用者の要介護度（全国のまとめ：厚生労働省資料より）
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○1年後の要介護度については、比較群（保険給付の利用者）に比べ、介入群（モデル事業の利用者）の方が、

更新申請を行わなかった者や要介護認定非該当になった者の割合が高かった。

参考資料

介護予防モデル事業
◆概要
モデル事業を実施する11市区町村
において、新規要介護認定を受けた要
支援１から要介護2までの高齢者のう
ち、サービス開始後1年間追跡のでき
た介入群（150人）と比較群（164人）に
ついて、1年後の要介護度を集計。
◆実施期間
平成24年9月～平成26年3月

◆対象
介入群：要支援1～要介護2
比較群：要支援1～要介護2

◆回数
介入群：週1回（3ヶ月間の利用）
比較群：ケアプラン及びサービス計画

による
◆従事者（市町村により異なる）
介入群：理学療法士、作業療法士、

保健師等
比較群：市の定める条例に規定する

人員基準による
◆内容
介入群：○通所と訪問を組み合わせ

て実施
○多職種によるケース会議等

比較群：（介護予防）訪問介護、（介護
予防）通所介護等

※モデル事業の利用者（介入群）は、通所
型サービスの利用期間中は介護保険の訪
問介護・通所介護等の介護給付サービス
は利用しないものとした。（本人の状態像
等によってモデル事業の中断をすることは
可能。）

○教室終了1年後、
教室修了生の
36.7％が要介護認
定の更新をしな
かったり、要介護
認定非該当となっ
た。

※平成24年9月からＨ26年3月まで岡山市で実施した国の補助事業である「市町村介護予防強化推進事業（介護予防モデル事業）」

○介護給付また
は予防給付利用
者予防給付利用
者の利用開始か
ら1年後を追跡し
た結果、7.3％が
要介護認定の更
新をしなかったり、
要介護認定非該
当となった。



元気スマイル教室
◆内容：○介護予防センターのリハビリ専門職を含めた多職種による通所の教室＋自宅訪問指導

○運動・栄養・口腔等各種プログラムを実施し、生活行為能力の向上を図る
◆事業開始：平成26年4月～
◆対象：二次予防対象者

※基本チェックリストの25項目のうち、運動・栄養・口腔等のいずれか１つでも当てはまる方

◆利用期間：3か月間、週１回の通所と訪問指導（随時）
◆H26実績：教室144回、参加人数98人（実人員）、1,016人（延人員）

平成26年度から実施の「元気スマイル教室」の結果について

62%

32%

6%

元気スマイル教室終了後の

基本チェックリストの結果（H26年度）

自立

二次予防事業 象者

要介護認定

○教室終了後、教室修了生に
対して、基本チェックリストを再
度実施したところ、運動・栄養・
口腔等のいずれにも当てはま
らない（基本チェックリスト非該
当）人は62％だった。
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※介護予防モデル事業の要素を取り入れた事業

（基本チェックリスト非該当）


